
経理情報●2023.3.20（No.1672） 4

パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
の
会
計
処

理
、新
規
テ
ー
マ
へ
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｆ
、企
業
会
計
基
準
諮
問

会
議 会

　
　
計

去
る
３
月
１
日
、
財
務
会
計
基
準

機
構
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
企
業
会

計
基
準
諮
問
会
議
は
第
47
回
会
合
を

開
催
し
た
。

審
議
内
容
は
次
の
と
お
り
。

新
規
テ
ー
マ
提
言

⑴　
パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
の
会

計
処
理

経
済
産
業
省
か
ら
、
会
計
基
準
レ

ベ
ル
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
提
案
が

行
わ
れ
た
。

現
在
ス
ピ
ン
オ
フ
の
活
用
に
関
し

て
、
税
制
等
の
環
境
整
備
が
進
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、

同
ス
キ
ー
ム
を
検
討
・
実
施
す
る
企

業
が
増
加
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
令
和
５
年

度
税
制
改
正
で
特
例
措
置
が
設
け
ら

れ
る
予
定
の
パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ

フ
（
ス
ピ
ン
オ
フ
実
施
法
人
に
ス
ピ

ン
オ
フ
時
に
一
時
持
分
を
残
す
ス
ピ

ン
オ
フ
）
に
つ
い
て
、
現
在
の
会
計

基
準
で
は
、
次
の
よ
う
に
従
来
の
ス

ピ
ン
オ
フ
と
会
計
処
理
の
方
法
が
異

な
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
両
者
の

会
計
処
理
の
違
い
を
解
消
す
る
。

・
ス
ピ
ン
オ
フ
実
施
法
人
が
現
物
配

当
に
よ
り
す
べ
て
の
完
全
子
会
社

株
式
を
配
当
す
る
ス
ピ
ン
オ
フ（
完

全
な
ス
ピ
ン
オ
フ
）：
配
当
の
効

力
発
生
日
に
お
け
る
配
当
財
産
の

適
正
な
帳
簿
価
額
を
も
っ
て
、
そ

の
他
資
本
剰
余
金
ま
た
は
そ
の
他

利
益
剰
余
金
（
繰
越
利
益
剰
余
金
）

を
減
額

・
パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
：
配
当

の
効
力
発
生
日
に
お
け
る
配
当
財

産
の
時
価
を
も
っ
て
、
そ
の
他
資

本
剰
余
金
ま
た
は
そ
の
他
利
益
剰

余
金
（
繰
越
利
益
剰
余
金
）
を
減

額本
提
案
を
受
け
て
、
同
諮
問
会
議

は
、
会
計
基
準
開
発
の
ニ
ー
ズ
が
あ

り
、
検
討
す
る
論
点
は
特
定
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
Ａ

Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
新
規
テ
ー
マ
と
し
て
提
言

す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
お
お
む
ね
賛
成
意

見
が
聞
か
れ
、
新
規
テ
ー
マ
と
し
て

提
言
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。

⑵　
１
人
私
募
投
信
の
会
計
処
理

同
諮
問
会
議
委
員
の
監
査
人
か

対前年同期増加率の推移（金融業、保険業を除く） （単位：％、億円）◆売上高（金融業、保険業を除く）
製造業、非製造業ともに増収
売上高は、372兆5,850億円で、対前年同期増加率（以下、「増
加率」という）は6.1％となりました。
業種別にみると、製造業は9.2％、非製造業は4.9％となりました。
◆経常利益（金融業、保険業を除く）　
製造業は減益、非製造業は増益
経常利益は、22兆3,768億円で、増加率は▲2.8％となりました。
業種別にみると、製造業は▲15.7％、非製造業は5.2％となり
ました。
◆設備投資（金融業、保険業を除く）　
製造業、非製造業ともに増加
設備投資額は、12兆4,417億円で、増加率は7.7％となりました。
業種別にみると、製造業は6.0％、非製造業は8.6％となりました。
なお、ソフトウェア投資額を除いた設備投資額は11兆369億円
で、増加率は6.3％となりました。

―令和４年10～12月期調査

回答法人数 　22,579社 （18,706社）
回 答 率 　 69.8％     （70.1％）
（　）書きは金融業、保険業を除いた数値です。

財務省法人企業統計調査 この調査は、統計法に基づく基幹統計として資本金１千万円以上の営利法人等を対象に、
企業活動の短期的動向を把握することを目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査して
いるものです。
　以下は、令和５年３月２日に発表した令和４年10～ 12月期の調査結果の概要です。

「法人企業統計調査」は、統計法に基づく基幹統計に指定されており、調査の対象となっ
た法人様には調査票を提出する義務がございますので、必ず提出期限までに財務省（財務
局・財務事務所）への提出をお願いします。
　なお、次回令和５年１～３月期の調査票の提出期限は令和５年５月10日、結果の公表は
令和５年６月１日の予定です。

売上高
　全産業
　　製造業
　　非製造業
経常利益
　全産業
　　製造業
　　非製造業
設備投資
　全産業

　　製造業

　　非製造業

区　分 3.10～12 4.1～3 4～6 7～9 10～12　    

（注）設備投資の（　）書きはソフトウェア投資額を除いたベース。

（実額）
3,725,850
1,137,596
2,588,254
（実額）
223,768
73,891
149,877
（実額）
124,417
(110,369)
43,139
(39,247)
81,278
(71,122)

8.3
12.1
6.7

18.3
35.4
5.6

9.8
(8.0)
8.2
(6.6)
10.7
(8.8)

7.2
6.1
7.6

17.6
11.7
21.9

4.6
(3.5)
13.7
(11.9)
▲0.0
(▲0.9)

7.9
9.0
7.5

13.7
18.4
10.9

3.0
(5.0)
5.9
(5.9)
1.6
(4.6)

5.7
9.2
4.3

24.7
22.1
26.4

4.3
(5.5)
5.1
(7.5)
3.8
(4.4)

6.1
9.2
4.9

▲2.8
▲15.7
5.2

7.7
(6.3)
6.0
(5.5)
8.6
(6.7)

ら
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
と
し
て
、
次

の
提
案
が
さ
れ
た
。

昨
今
、
受
益
者
単
数
の
投
資
信
託

（
い
わ
ゆ
る
１
人
私
募
投
信
）
が
散

見
さ
れ
る
と
さ
れ
、
会
計
基
準
等
で

は
、
投
資
信
託
は
受
益
者
複
数
を
前

提
と
し
た
会
計
処
理
し
か
示
さ
れ
て

い
な
い
な
か
、
受
益
者
単
数
の
金
銭

の
信
託
と
会
計
処
理
が
大
き
く
異
な

る
こ
と
の
弊
害
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
会
計
処
理
の
検
討
を
す
る
。

本
提
案
を
受
け
て
、
同
諮
問
会
議

は
、影
響
の
程
度
等
が
不
明
な
た
め
、

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
金
融
商
品
専
門
委
員
会

に
テ
ー
マ
評
価
を
依
頼
す
る
提
案
を

行
っ
た
。

委
員
か
ら
は
、
お
お
む
ね
賛
成
意

見
が
聞
か
れ
、
新
規
テ
ー
マ
と
し
て

提
言
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
活
動
状
況

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
よ
り
、
日
本
基
準
・
国

際
対
応
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
活
動

状
況
の
説
明
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
、
四
半
期
開
示
の
一
本

化
へ
の
対
応
に
つ
い
て
質
問
が
あ

り
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
事
務
局
か
ら
「
現
時

点
で
は
テ
ー
マ
ア
ッ
プ
は
し
て
い
な

い
が
、
今
後
、
開
示
府
令
改
正
を
踏

ま
え
て
検
討
し
、
具
体
的
な
内
容
が

み
え
て
き
た
ら
法
令
の
施
行
日
ま
で

に
は
必
要
な
対
応
を
す
る
予
定
」
と

の
回
答
が
あ
っ
た
。
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課
税
と
錯
誤

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

不
動
産
を
売
却
す
る
際
は
、
各
種

の
税
金
が
か
か
り
ま
す
。
特
に
注
意

が
必
要
な
の
は「
譲
渡
所
得
税
」で
す
。

譲
渡
所
得
税
は
、
資
産
の
譲
渡
に
よ
っ

て
生
じ
た
所
得
（

≒「
得
た
利
益
」）

に
対
し
て
か
か
る
税
金
で
す
（
所
法
33

①
）。
そ
の
不
動
産
を
購
入
し
た
価
格

よ
り
も
高
く
売
却
で
き
れ
ば
、
利
益

を
得
た
こ
と
に
対
し
所
得
税
が
か
か
る

こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
現
実
的
な
利
益
を
得
て
い

な
い
の
に
、
譲
渡
所
得
税
を
課
せ
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一
例
と
し
て
「
離
婚
に
伴
う
財
産
分

与
」
と
し
て
な
さ
れ
た
不
動
産
の
譲
渡

に
つ
い
て
、
分
与
者
の
側
に
譲
渡
所
得

税
が
課
せ
ら
れ
、
最
高
裁
ま
で
争
わ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。具
体
的
に
は
、

「
夫
Ｘ
が
、
妻
Ｙ
に
対
し
、
離
婚
の
際

の
財
産
分
与
と
し
て
、
Ｘ
名
義
の
す
べ

て
の
不
動
産
（
Ｘ
が
実
父
か
ら
相
続
し

た
不
動
産
。
時
価
約
８
億
円
）
を
譲

渡
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
分
与
者
で

あ
る
Ｘ
に
２
億
円
を
超
え
る
譲
渡
所
得

税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
」

と
い
う
事
案
で
し
た
。

財
産
分
与
が
金
銭
で
支
払
わ
れ
る

場
合
、
分
与
者
側
に
譲
渡
所
得
税
は

か
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
不
動
産

等
の
資
産
に
よ
っ
て
分
与
し
た
場
合

は
「
資
産
の
譲
渡
」
に
該
当
し
、
分

与
時
の
時
価
で
譲
渡
し
た
こ
と
に
な
っ

て
譲
渡
所
得
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
（
所
得
税
基
本
通
達
33
─
１
の
4
。

「
財
産
分
与
に
よ
る
資
産
の
移
転
は
、

財
産
分
与
義
務
の
消
滅
と
い
う
経
済

的
利
益
を
対
価
と
す
る
譲
渡
」
と
い
う

の
が
課
税
の
根
拠
の
よ
う
で
す
）。

夫
が
実
父
か
ら
相
続
し
た
財
産
の

よ
う
な
「
特
有
財
産
」
を
譲
渡
し
た

場
合
、
た
と
え
財
産
分
与
の
名
目
で

あ
っ
て
も
「
資
産
の
譲
渡
」
に
当
た
り
、

譲
渡
所
得
が
生
じ
ま
す
。
不
動
産
が

実
質
的
な
夫
婦
共
有
財
産
で
あ
れ
ば
、

分
与
者
の
持
分
（
通
常
は
2
分
の
１
）

移
転
だ
け
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

財
産
分
与
の
課
税
関
係
に
つ
い
て

は
、
法
律
専
門
家
の
間
で
も
賛
否
が

分
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
少
な

く
と
も
法
務
や
税
務
を
専
門
と
し
て
い

な
い
か
ぎ
り
、
課
税
に
関
す
る
判
例
や

実
務
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
と

は
い
え
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、「
妻
だ
け
に
課
税

さ
れ
る
と
誤
解
し
て
い
た
。
自
分
に

２
億
円
を
超
え
る
課
税
が
さ
れ
る
と

知
っ
て
い
れ
ば
財
産
分
与
を
し
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
、
財
産
分
与
契
約
は
錯

誤
に
よ
り
無
効
（
改
正
前
の
民
法
95

条
）」
と
主
張
し
て
裁
判
を
起
こ
し
ま

し
た
。
民
法
に
は
、「
契
約
の
重
要
な

部
分
に
思
い
違
い
（
錯
誤
）
が
あ
っ
た

場
合
、
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
」
旨
の
規
定
が
あ
り
ま
す
（
民
法
95

①
。
改
正
前
は
取
消
事
由
で
は
な
く
、

無
効
事
由
）。
た
だ
し
、
錯
誤
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、「
重
大
な
過
失
に
よ
っ

て
、
思
い
違
い
を
し
た
」
場
合
は
、
原

則
と
し
て
契
約
取
消
し
は
で
き
ま
せ
ん

（
民
法
95
③
）。
前
記
の
裁
判
は
、
第

１
審
・
控
訴
審
で
は
「
課
税
の
有
無
は

（
内
心
の
）
動
機
に
す
ぎ
な
い
」、「
動

機
は
表
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
財
産
分

与
の
前
提
に
さ
れ
て
い
な
い
」
旨
の
理

由
で
、
Ｘ
の
主
張
は
通
り
ま
せ
ん
で
し

た
。し

か
し
、
最
高
裁
は
、
Ｘ
が
Ｙ
の
税

負
担
を
心
配
す
る
発
言
を
し
て
い
た
こ

と
に
着
目
し
、「
Ｘ
が
自
分
に
課
税
さ

れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と

は
、
黙
示
的
に
表
明
さ
れ
て
い
た
（
控

訴
審
の
判
断
は
間
違
っ
て
い
る
）」
と
し

て
、
高
裁
に
差
戻
し
ま
し
た
。
差
戻

し
後
、
高
裁
で
審
理
が
や
り
直
さ
れ
、

「
財
産
分
与
契
約
は
無
効
」
と
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
判
例
は
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
す
か

ら
、「
資
産
に
よ
る
財
産
分
与
に
つ
い

て
、
譲
渡
所
得
が
生
じ
る
」
旨
の
実

務
自
体
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。「
税

金
が
か
か
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と

い
う
理
由
で
契
約
を
覆
す
こ
と
は
難
し

い
と
こ
ろ
で
す
。
不
動
産
の
所
有
者
名

義
を
変
え
る
際
は
、
課
税
関
係
に
注

意
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

電
子
決
済
手
段
の
測
定
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、

実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

去
る
２
月
27
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
５
５
回
実
務
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
１
５
４
回
（
２
０
２
３
年
２
月

10
日
号
（
№
１
６
６
８
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
資

金
決
済
法
上
の
「
電
子
決
済
手
段
」

の
発
行
・
保
有
等
に
係
る
会
計
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

電
子
決
済
手
段
の
制
度
上
の
前
提

電
子
決
済
手
段
の
制
度
上
の
前
提

と
し
て
、
第
１
５
４
回
開
催
後
、
次

の
点
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

①　
銀
行
等
が
発
行
す
る
第
１
号
電

子
決
済
手
段
お
よ
び
第
２
号
電
子

決
済
手
段

銀
行
等
が
発
行
す
る
第
１
号
電
子

決
済
手
段
お
よ
び
第
２
号
電
子
決
済

手
段
に
つ
い
て
は
資
金
決
済
法
２
条

５
項
１
号
に
規
定
さ
れ
る
も
の
（
通

貨
建
資
産
）
と
し
て
発
行
さ
れ
る
が
、

そ
の
具
体
的
な
発
行
形
態
は
定
ま
っ

て
い
な
い
。

②　
第
３
号
電
子
決
済
手
段

第
３
号
電
子
決
済
手
段
に
お
い
て

は
、
信
託
財
産
と
し
て
管
理
さ
れ
る

預
金
等
の
種
類
に
応
じ
て
預
金
保
険

の
保
護
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
ど
う

か
お
よ
び
預
金
保
険
の
保
護
の
範
囲

に
含
ま
れ
る
場
合
の
保
護
さ
れ
る
上

限
額
が
異
な
る
。

電
子
決
済
手
段
の
測
定
に
関
す
る

検
討事

務
局
は
次
の
提
案
を
示
し
た
。

⑴　
電
子
決
済
手
段
の
取
得
時
の
会

計
処
理

電
子
決
済
手
段
の
払
戻
し
の
履
行

を
担
保
す
る
措
置
に
よ
り
電
子
決
済

手
段
の
法
定
通
貨
と
の
価
値
の
連
動

が
図
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
速
や
か

に
電
子
決
済
手
段
が
払
い
戻
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

券
面
額
と
取
得
原
価
と
の
差
額
が
ほ

ぼ
生
じ
ず
重
要
性
が
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
、
取
得
時
に
は
券

面
額
で
測
定
す
る
。

⑵　
電
子
決
済
手
段
の
期
末
時
の
会

計
処
理

電
子
決
済
手
段
は
、
要
求
払
預
金

で
想
定
さ
れ
る
信
用
リ
ス
ク
と
同
程

度
の
換
金
リ
ス
ク
の
あ
る
資
産
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
期

末
時
に
お
け
る
評
価
に
つ
い
て
は
、

要
求
払
預
金
に
準
じ
て
取
り
扱
う
。
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料
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

ⅱ　
設
定
さ
れ
た
手
数
料
の
料
金

が
対
応
す
る
役
務
と
の
関
係
で

合
理
的
で
あ
る
。

ま
た
、「
手
数
料
が
対
応
す
る
貸

付
金
の
金
利
水
準
を
調
整
す
る
も

の
で
は
な
い
」
こ
と
が
ⅱ
の
考
慮

要
素
の
１
つ
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、

結
論
の
背
景
等
に
記
載
す
る
。

③　
ま
た
、
手
数
料
に
つ
い
て
同
種

の
契
約
と
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
て
予

想
存
続
期
間
に
わ
た
り
認
識
す
る

オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
基
準
で
定
め
ず
、

教
育
文
書
に
記
載
す
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
お
お
む
ね
賛
意

が
示
さ
れ
た
。
な
お
、「
取
引
ご
と

に
恣
意
的
に
選
択
さ
れ
る
懸
念
が
あ

る
が
、
そ
の
対
応
と
し
て
、
②
の
オ

プ
シ
ョ
ン
は
会
計
方
針
の
選
択
と
な

る
の
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
、
事

務
局
か
ら
「
同
一
の
金
融
機
関
で
貸

付
金
の
実
体
が
異
な
る
の
で
会
計
方

針
が
異
な
る
場
合
と
、
同
じ
性
質
で

あ
る
が
恣
意
的
に
選
択
さ
れ
る
場
合

と
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
」

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

ま
た
、「
教
育
文
書
の
位
置
づ
け

を
明
確
に
す
べ
き
で
は
」
と
の
意
見

に
対
し
て
、
事
務
局
か
ら
「
Ｆ
Ａ
Ｓ

Ｆ
に
決
定
権
が
あ
る
の
で
、
相
談
し

な
が
ら
決
め
て
い
く
」
と
の
回
答
が

あ
っ
た
。

貸
付
金
・
債
券
に
関
す
る
償
却
原

価
の
償
却
方
法

⑴　
貸
付
金

ス
テ
ッ
プ
２
を
採
用
す
る
金
融
機

関
に
お
け
る
貸
付
金
に
関
す
る
償
却

原
価
の
償
却
方
法
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
９
号
の
定
め
を
取
り
入
れ
て
利

息
法
と
し
、
定
額
法
を
認
め
な
い
と

す
る
再
提
案
が
行
わ
れ
た
。

⑵　
満
期
保
有
目
的
お
よ
び
そ
の
他

有
価
証
券
に
分
類
さ
れ
る
債
券

⑴
の
議
論
の
な
か
で
、
ス
テ
ッ
プ

３
に
お
け
る
満
期
保
有
目
的
お
よ
び

そ
の
他
有
価
証
券
に
分
類
さ
れ
る
債

券
に
係
る
償
却
原
価
の
償
却
方
法
で

利
息
法
が
適
用
さ
れ
た
場
合
、
シ
ス

テ
ム
開
発
や
税
務
上
の
取
扱
い
と

の
差
異
、
会
計
基
準
開
発
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
に
影
響
が
あ
る
の
で
は

と
の
懸
念
が
出
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

意
見
を
受
け
た
事
務
局
分
析
は
次
の

と
お
り
。

①　
貸
付
金
代
替
性
債
券
は
、
貸
付

金
と
同
じ
取
扱
い
と
す
る
。

②　
そ
の
他
の
債
券
は
原
則
利
息
法

と
す
る
が
、
こ
の
う
ち
、
信
用
リ

ス
ク
が
低
く
引
当
に
お
け
る
時
間

価
値
が
重
要
で
な
い
債
券
は
、
定

額
法
を
認
め
る
。

③　
②
の
定
額
法
を
認
め
る
債
券
に

該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
外
部
格

付
け
が
投
資
適
格
に
該
当
す
る
債

券
が
あ
る
。

④　
③
の
場
合
、
事
後
的
に
外
部
格

付
け
の
変
更
に
よ
り
定
額
法
と
利

息
法
の
切
替
え
が
起
こ
る
場
合
、

１
つ
の
方
法
と
し
て
、
投
資
適
格

と
な
る
／
な
ら
な
い
事
象
が
発
生

し
た
期
間
の
翌
期
首
に
お
い
て
定

額
法
と
利
息
法
と
の
差
額
に
つ
い

て
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ッ
プ
修
正
を
行

い
、
以
降
は
切
替
後
の
償
却
方
法

を
適
用
す
る
。

こ
れ
ら
の
分
析
の
も
と
、
次
の
提

案
が
示
さ
れ
た
。

・
債
券
の
償
却
原
価
の
償
却
方
法
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
９
号
の
定
め
を
取
り
入
れ
て
利

息
法
と
す
る
。

・
外
部
格
付
け
が
投
資
適
格
に
該
当

す
る
債
券
に
つ
い
て
は
オ
プ
シ
ョ

ン
と
し
て
定
額
法
を
認
め
る
。

＊

専
門
委
員
か
ら
は
「
キ
ャ
ッ
チ
・

ア
ッ
プ
修
正
は
実
務
上
困
難
」、「
定

額
法
を
債
券
だ
け
で
は
く
、
貸
付
金

に
も
適
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
は
」

と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

＊

専
門
委
員
か
ら
は
、
特
段
異
論
は

聞
か
れ
な
か
っ
た
。

実
務
対
応
報
告
公
開
草
案
（
本
文
）

の
文
案
の
検
討

事
務
局
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
議
論

の
内
容
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
「
電

子
決
済
手
段
の
発
行
及
び
保
有
の
会

計
処
理
及
び
開
示
に
関
す
る
当
面
の

取
扱
い（
案
）」の
文
案
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
預
金
の
引

当
に
つ
い
て
、記
載
す
る
か
ど
う
か
、

も
う
少
し
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
」、「
預
金
に
対
し
て
貸
倒

引
当
金
を
企
業
側
で
計
上
す
る
こ
と

は
、
多
く
の
企
業
に
と
っ
て
イ
メ
ー

ジ
が
な
い
。
預
金
と
同
程
度
、
貸
倒

引
当
金
の
リ
ス
ク
が
低
い
旨
、
結
論

の
背
景
な
ど
に
記
載
し
て
理
解
し
や

す
く
す
る
べ
き
」
な
ど
、
貸
倒
引

当
金
に
関
す
る
意
見
が
多
く
聞
か
れ

た
。
そ
の
ほ
か
、「
券
面
額
に
つ
い

て
、
物
理
的
に
紙
が
あ
る
わ
け
で
な

く
、
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
づ
ら
い
の
で

は
。
定
義
が
あ
る
ほ
う
が
、
よ
り
わ

か
り
や
す
い
と
思
う
」
と
い
っ
た
意

見
が
挙
が
っ
た
。

去
る
２
月
28
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
９
６
回
金
融
商
品
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
４
９
５
回
親
委
員
会
（
２
０

２
３
年
３
月
１
日
号
（
№
１
６
７
０
）

情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き

続
き
、
次
の
論
点
に
つ
き
審
議
が
行

わ
れ
た
。

貸
付
金
に
関
す
る
手
数
料
の
取
扱
い

ス
テ
ッ
プ
２
を
採
用
す
る
金
融
機

関
に
お
け
る
貸
付
金
の
手
数
料
に
つ

い
て
、
次
の
再
提
案
が
行
わ
れ
た
。

①　
原
則
と
し
て
、
実
効
金
利
の
不

可
分
の
一
部
で
あ
る
手
数
料
を
実

効
金
利
の
調
整
と
し
て
取
り
扱
う

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」
の

取
扱
い
を
取
り
入
れ
る
。

②　
な
お
、
次
を
条
件
と
し
て
、
手
数

料
を
実
効
金
利
に
含
め
ず
、
収
益

認
識
会
計
基
準
等
に
準
じ
て
、
手
数

料
に
対
応
す
る
役
務
を
別
個
の
履
行

義
務
と
し
て
識
別
し
、
履
行
義
務
の

充
足
時
に
収
益
と
し
て
認
識
す
る
。

ⅰ　
特
定
の
役
務
に
対
す
る
手
数

貸
付
金・債
券
の
償
却
原
価
の
償
却
方

法
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計
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金
　
　
融

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告
、了
承

─
金
融
審
議
会
総
会・金
融
分
科
会
合
同
会
合

関
連
す
る
財
務
諸
表
に
関
す
る
開
示
、

検
討
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
３
月
２
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

９
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

日
本
版
Ｓ
１
基
準
の
開
発
に
関
す

る
論
点

事
務
局
よ
り
、
日
本
版
Ｓ
１
基
準

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
提

案
が
示
さ
れ
た
。

⑴　
関
連
す
る
財
務
諸
表
の
作
成
基

礎
と
し
て
用
い
た
会
計
基
準
の
開

示
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
財
務
開

示
と
関
連
す
る
財
務
諸
表
に
関
し
、

そ
の
作
成
基
礎
と
し
て
用
い
た
会

計
基
準
の
名
称
を
開
示
す
る
こ
と

を
要
求
す
る
。

・
た
だ
し
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関

連
財
務
開
示
と
同
じ
文
書
の
な
か

で
、
財
務
諸
表
の
作
成
基
礎
と
し

て
用
い
た
会
計
基
準
の
名
称
が
開

示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
相
互

参
照
に
関
す
る
定
め
を
適
用
し
、

そ
の
開
示
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ

り
会
計
基
準
の
名
称
の
開
示
に
変

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

⑵　
関
連
す
る
財
務
諸
表
へ
の
ア
ク

セ
ス
方
法

・
関
連
す
る
財
務
諸
表
へ
の
ア
ク
セ

ス
方
法
に
関
す
る
情
報
を
開
示
す

る
こ
と
を
要
求
す
る
。

・
た
だ
し
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関

連
財
務
開
示
と
同
じ
文
書
の
な
か

で
関
連
す
る
財
務
諸
表
が
提
供
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
前
記
の
開

示
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
回
提
案
さ
れ
た
方
向
性
に
つ
い

て
は
、
お
お
む
ね
異
論
は
聞
か
れ
な

か
っ
た
。

ま
た
、
委
員
か
ら
は
、
今
回
の
提

案
と
は
別
に
、
日
本
版
基
準
の
目
的

や
想
定
さ
れ
る
使
用
者
対
象
、
国
際

基
準
の
求
め
る
水
準
と
の
乖
離
に
関

す
る
懸
念
な
ど
に
つ
い
て
、
多
く
の

意
見
が
挙
が
り
、
議
論
が
交
わ
さ
れ

た
。Ｉ

Ｓ
Ｓ
Ｂ
に
お
け
る
審
議
の
状
況

事
務
局
よ
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の

２
０
２
２
年
２
月
ボ
ー
ド
会
議
に
お

け
る
暫
定
決
定
事
項
が
説
明
さ
れ

た
。

去
る
３
月
２
日
、
金
融
庁
は
第
51

回
金
融
審
議
会
総
会
・
第
39
回
金
融

分
科
会
合
同
会
合
を
開
催
し
た
。

委
員
の
互
選
に
よ
り
、
会
長
お
よ

び
部
会
長
に
、
神
田
秀
樹
・
学
習
院

大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
が
選

ば
れ
た
。

公
開
買
付
制
度
・
大
量
保
有
報
告

制
度
等
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
に

つ
い
て
諮
問
が
さ
れ
、
昨
年
12
月
公

表
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ
報

告
（
２
０
２
３
年
１
月
10
日
・
20
日

合
併
号
（
№
１
６
６
６
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
な
ど
、
こ
れ
ま
で

の
金
融
審
議
会
で
行
わ
れ
た
審
議
の

内
容
が
報
告
さ
れ
た
。

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告

に
つ
い
て
、
金
融
審
議
会
と
し
て
了

承
さ
れ
た
。
な
お
、
委
員
か
ら
「
四

半
期
開
示
の
義
務
化
が
存
続
さ
れ
た

こ
と
に
賛
成
」、「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
の
人
権
尊
重
を
開
示
項
目
に
追
加

す
る
こ
と
の
検
討
を
」
等
の
意
見
が

挙
が
っ
た
。

経理用語の豆知識
会計上の見積りと重要な仮定

監査人は、経営者がどのように会計上の見積りを行った
かを検討する場合、①経営者が会計上の見積りを行う際に
使用した見積方法、重要な仮定およびデータの選択および
適用、②経営者による見積額の選択方法および見積りの不
確実性に関する注記事項に関連するリスク対応手続を立
案し実施することになる。

重要な仮定に関するリスク対応手続は、①重要な仮定
が、適用される財務報告の枠組みに照らして適切であるか
どうか、また、変更がある場合には、当該変更が適切である
かどうか、②重要な仮定の選択に関する判断が経営者の偏
向が存在する兆候を示していないかどうか、③監査人が監
査の過程で得た知識に基づき、重要な仮定が相互に整合し
ており、他の領域で使用した仮定と整合しているかどうか、
④該当する場合、経営者が特定の行動方針を実行する意
思とその能力を有しているかどうかに対応するものでなけ
ればならない。

EDINETで提出する監査報告書

企業情報開示の主流が紙媒体の流通からインターネッ
トを通じたデジタル情報へと遷移する状況において、長文
化が進む監査報告書の記載内容がEDINETで提出する監
査報告書に適切に反映されることの重要性が高まってい
る。

監査人はそれに対応するために、①EDINETで提出
する電子データとその原本の同一性の確保、および②
EDINETにおけるXBRL（eXtensible Business Reporting 
Language）タグづけの適切性の確保を行うことが望まし
い。特に①では、EDINETで提出される最終の有価証券
報告書等と同一のものを紙媒体または電子データによっ
て入手し、監査報告書に署名またはデータ形式の監査報
告書と一体化して電子署名を行い、監査人が監査の対象と
した財務諸表等および提出した監査報告書を確定する手
続を実施し、提出される監査報告書について、原本と内容
の同一性が確保されていることを確かめることになる。
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特集 今期適用基準等や実務論点を押さえる

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

恒
例
企
画

今３月期決算から、改正時価算定適用指針のほか、サステナビリティ関連に関する改正開示府令が
強制適用される。また、昨今の金利・為替変動や価格高騰に伴う会計上の影響についても、確認が必
要である。本特集では、これら今決算における実務上の留意点を解説してもらった。巻末の決算関連
資料一覧とあわせてご活用いただきたい。

３
月
決
算
総
特
集

今期より投信等の取扱いが開始
時価算定基準の
会計処理・開示におけるポイント
通算グループ全体の情報収集・共有が重要
グループ通算制度の
会計処理・開示のポイント
発生・消滅の認識はみなし有価証券と異なる
電子記録移転有価証券表示権利等の
会計上の留意点
法人税等会計基準、グローバル・ミニマム課税
未適用の税効果会計関連基準の
実務上の留意点
気候変動、人的資本・多様性、ＣＧなど
サステナビリティ関連の
改正開示府令のポイント
金融庁有報レビューを参考に
収益認識基準の適用２年目での
開示の留意点
金融商品、減損、割引率見直し等に影響
金利・為替変動、価格高騰に伴う
会計上の留意点

2023年３月決算関連資料一覧

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2023年
２月22日

公正な買収の在り方
に関する意見・情報
の募集～これまでの
議論から見えてきた
主な論点～

経産省

公正なＭ＆Ａ市場を整備することを目的に、買収提案に関する当事者の行動のあり方
や、買収防衛策のあり方等について検討するため立ち上げられた、「公正な買収の在り
方に関する研究会」での議論にあたって、より広い視点から分析・検討をさらに深め
るためのパブリックコンサルテーションとして、広く国内外の関係者から主要論点に
関する意見・情報の提供を募集するもの。買収一般に関する原則、買収提案をめぐる
取締役・取締役会の行動、買収に関する透明性の向上、株主の意思決定を歪める行為
の防止、買収防衛策のあり方、関連用語の呼称について論点が示されている。提出期限
は３月15日。
https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230222006/20230222006.html

―

証
　
　
券

日
米
株
式
市
場
は
株
価
低
迷
の
局
面
へ

過
ぎ
去
っ
て
み
る
と
、
日
本
株

式
市
場
の
２
月
の
株
価
変
動
幅
は

非
常
に
小
さ
か
っ
た
。
日
経
平
均

で
２
・
２
％
、
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
で
１
・

８
％
に
過
ぎ
ず
、
日
経
平
均
は

２
７
、０
０
０
円
台
を
コ
ア
価
格
と

し
小
幅
な
上
下
動
を
繰
り
返
し
て
い

る
よ
う
だ
。

１
月
後
半
に
今
年
の
株
価
は
上
昇

軌
道
に
乗
り
始
め
た
と
み
え
た
動
き

が
２
月
に
入
っ
て
完
全
に
止
ま
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
は
、
２
つ
の
理
由

が
あ
る
だ
ろ
う
。
１
つ
は
４
月
に
就

任
す
る
日
本
銀
行
の
新
総
裁
に
植
田

和
男
東
大
名
誉
教
授
が
選
ば
れ
た
と

発
表
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
金
融
論

の
大
家
で
、
過
去
に
日
銀
審
議
委
員

を
務
め
た
経
験
が
あ
る
と
は
い
え
、

実
際
に
ど
の
よ
う
な
政
策
を
採
る
の

か
、株
式
市
場
で
は
判
断
が
困
難
で
、

投
資
行
動
に
は
迷
い
が
み
ら
れ
た
。

植
田
氏
が
国
会
で
現
在
の
所
信

（
金
融
緩
和
政
策
を
持
続
す
る
、
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
プ
ラ
ス
面
が
マ
イ
ナ

ス
面
を
上
回
っ
た
な
ど
）
を
述
べ
る

と
、
や
や
安
心
感
が
生
じ
た
感
が

あ
っ
た
が
、
世
界
的
イ
ン
フ
レ
、
金

利
上
昇
、
高
止
ま
り
な
ど
か
ら
不
安

心
理
は
根
強
く
、
引
き
続
き
株
価
の

足
を
引
っ
張
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
流
れ
は
植
田
氏
が
正
式
に
総
裁

に
就
任
し
、
実
際
に
植
田
政
策
を
発

動
す
る
ま
で
止
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。

も
う
１
つ
は
、
米
株
式
市
場
の
影

響
で
あ
る
。
米
市
場
は
今
年
１
月
中

旬
あ
た
り
か
ら
イ
ン
フ
レ
の
収
束
傾

向
、
利
上
げ
予
定
の
早
期
の
方
向
転

換
を
期
待
し
て
、
株
価
は
強
含
ん
で

き
た
。
２
月
中
旬
発
表
の
１
月
の
経

済
指
標
（
物
価
、
消
費
、
雇
用
な
ど
）

は
、
事
前
予
想
よ
り
米
景
気
の
強
さ

を
示
す
も
の
が
多
く
、
株
式
市
場
の

期
待
に
反
す
る
景
気
の
強
さ
、
イ
ン

フ
レ
の
根
強
さ
が
裏
づ
け
ら
れ
た
。

こ
れ
を
契
機
に
米
株
式
市
場
の
イ

ン
フ
レ
、
景
気
な
ど
へ
の
見
方
が
大

き
く
変
わ
り
、
米
連
邦
準
備
制
度
理

事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
の
政
策
へ
の
期
待

は
萎
み
、
米
株
価
は
下
げ
歩
調
へ
転

じ
て
き
た
。
そ
し
て
、株
価
の
下
落
、

低
迷
は
日
米
を
含
め
世
界
全
体
に
広

が
っ
て
き
た
。

世
界
的
な
株
価
沈
滞
が
続
き
そ
う

だ
が
、
今
後
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
わ
ず
か
な

景
気
・
経
済
実
勢
の
変
化
に
政
策
対

応
を
図
る
可
能
性
が
あ
り
、
沈
滞
が

い
つ
ま
で
も
続
く
と
は
思
え
な
い
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
の
展
開
も
見
逃
せ

な
い
株
価
要
因
で
あ
る
。

金
　
　
融

米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
ふ
た
た
び
利
上
げ
幅
拡

大
に
動
く
か

米
商
務
省
は
２
月
24
日
、
１
月
の

個
人
消
費
支
出
（
Ｐ
Ｃ
Ｅ
）
を
発
表

し
た
。
前
年
同
月
比
５
・
４
％
上
昇
、

12
月
の
５
・
３
％
と
ほ
ぼ
同
水
準
の

高
い
伸
び
率
で
、
１
月
の
Ｐ
Ｃ
Ｅ
前

月
比
は
１
・
８
％
上
昇
し
た
。
総
じ

て
、
２
０
２
２
年
後
半
は
年
末
に
か

け
て
毎
月
低
下
傾
向
だ
っ
た
が
、
１

月
は
再
び
上
昇
に
転
じ
た
格
好
だ
。

こ
の
伸
び
の
要
因
は
、
自
動
車
や

飲
食
サ
ー
ビ
ス
、
宿
泊
な
ど
の
支
出

の
増
加
を
反
映
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｃ
Ｅ

は
包
括
的
で
あ
り
、
変
化
も
よ
り
緩

や
か
に
な
る
。
こ
う
し
た
理
由
で
、

米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）

は
物
価
を
み
る
指
数
と
し
て
Ｐ
Ｃ
Ｅ

を
重
視
し
て
い
る
。

こ
の
物
価
動
向
を
表
す
デ
ー
タ
を

前
提
に
考
え
る
と
、
実
際
に
同
日
行

わ
れ
た
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン

理
事
の
発
言
が
興
味
深
い
。
こ
の
日

は
、
今
後
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
直
面
す
る
と
考

え
ら
れ
る
デ
ィ
ス
イ
ン
フ
レ
政
策
の

議
論
で
、「
過
去
に
デ
ィ
ス
イ
ン
フ

レ
の
過
程
を
経
た
金
融
政
策
の
経
験

は
あ
っ
た
が
、
今
回
は
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
を
伴
う
た
め
歴
史
上
の
経
験
が
役

に
立
た
な
い
」、「
イ
ン
フ
レ
圧
力
が

引
き
続
き
存
在
し
て
い
る
た
め
、
Ｆ

Ｒ
Ｂ
は
利
上
げ
に
つ
い
て
慎
重
に
検

討
を
行
う
必
要
が
あ
る
」と
述
べ
た
。

「
慎
重
に
」
と
い
う
と
、
日
本
語

で
は
積
極
的
で
な
い
よ
う
に
も
聞
こ

え
る
が
、
こ
の
場
合
は
原
文
を
読
む

と
「
リ
ス
ク
を
避
け
な
が
ら
」、「
十

分
注
意
を
し
て
」
と
い
っ
た
意
味
合

い
で
あ
る
。
実
際
に
は
、「
２
０
２
５

年
ま
で
に
２
％
の
物
価
上
昇
率
を
達

成
す
る
た
め
に
は
、
追
加
利
上
げ
が

必
要
と
な
る
こ
と
が
明
確
に
な
り
そ

う
だ
」、「
デ
ィ
ス
イ
ン
フ
レ
の
過
程

が
終
了
す
る
前
に
金
融
緩
和
を
行
う

こ
と
や
、
過
剰
な
金
融
緩
和
に
は
代

償
を
伴
う
」
な
ど
、
金
融
緩
和
に
対

す
る
警
戒
心
を
表
し
て
い
る
。

金
融
緩
和
に
伴
う
代
償
と
は
景
気

後
退
を
意
味
し
て
い
る
。「
多
少
の

景
気
後
退
を
伴
っ
て
も
、パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
禍
で
の
イ
ン
フ
レ
対
策
は
徹
底
す

べ
き
」
と
も
解
釈
で
き
る
。
１
月
31

日
・
２
月
１
日
開
催
の
連
邦
公
開
市

場
委
員
会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
で
は
、
利

上
げ
幅
を
０
・
２
５
％
ま
で
縮
小
し

た
が
、
３
月
21
日
・
22
日
の
次
回
Ｆ

Ｏ
Ｍ
Ｃ
で
は
再
び
０
・
５
％
へ
拡
大

す
る
可
能
性
も
高
く
な
っ
て
い
る
。


